
社会福祉施設等整備費補助に係る契約手続指導基準 

越谷市 

 

１ 目 的 

この基準は、別表に掲げる要綱に基づき、補助金の交付を受けて社会福祉法人その他

の団体（以下「法人等」という。）が行う社会福祉施設等の建設工事請負等契約（以下

「契約」という。）手続に関して、市が支出する補助金の透明性及び公平性を確保し、補

助事業の適正な執行を図ることを目的とする。 

 

２ 基本的遵守事項 

⑴ 補助金に係る内示が行われる前になされた社会福祉施設等の整備に係る契約につい

ては、補助の対象とならない。 

⑵ 社会福祉施設等の整備に係る契約手続が、本基準の定めによらずに不適正に行われ

た場合には、当該事業の施設整備費については、補助金の交付決定は行わない。交付

決定後に社会福祉施設等の整備に係る契約手続が、本基準の定めによらずに不適正に

行われていたことが判明した場合には、当該事業の施設整備費について、補助金の交

付決定の全部又は一部を取消し、補助金の全部又は一部の返還を求めることがある。 

⑶ 契約手続にあたっては、市が行う公共事業の取扱いに準じて実施すること。 

⑷ 元請業者から一括して下請に出すことは禁止とする（一括下請の禁止）。 

⑸ 法人等が社会福祉施設等の整備事業を行うために締結する契約の相手方及びその関

係者から寄附金等の資金提供を受けることを禁止する。ただし、共同募金会に対して

なされた指定寄附金を除く。 

平成１９年２月１５日社援基発第０２１５００２号「社会福祉施設等施設整備費に係

る契約の相手方等からの寄付金等の取扱いについて」参照 

⑹ 補助金・寄附金等の受入れ、業者への支払等は、すべて１通の預金口座通帳で行う

こと。 

 

３ 対象事業 

法人等が社会福祉施設等の整備に伴い、市から補助金の交付を受けて行う次の事業と

する。 

⑴ 建設工事 

執行予定額が１,０００万円以上のもの。 

⑵ 物品の購入 

１件の執行予定額が５００万円以上のもの。 

 

４ 理事会等の関与 

施設整備については、社会福祉法人において理事長の専決事項とされる日常の軽易な業

務（平成２８年１１月１１日「社会福祉法人の認可について」の一部改正について別紙２
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社会福祉法人定款例（以下、定款例という。）第２４条参照）とは認められないため、決

定を要する事項は理事会に諮る必要がある。それ以外の事項についても遺漏なく理事会に

報告する必要がある。 

社会福祉法人以外の団体においても、この規定の趣旨を踏まえ、理事会その他の意思決

定機関（以下、「理事会等」という。）に諮ること。それ以外の事項についても遺漏なく理

事会等に報告すること。 

理事会等で審査する事項例：設計事務所の決定、入札の方法、入札参加資格要件、指名

競争入札の場合の指名業者の承認、契約決定等 

 

５ 契約の方法等 

⑴ 契約の方法 

契約の方法は原則、一般競争入札とし、入札参加基準は別紙１の基準に基づくものと

する。 

ただし、一般競争入札を実施し、応札者がいない場合など、関係部長が認めた場合は、

指名競争入札又は随意契約によるとすることができる。指名競争入札とする場合であっ

ても、業者選定基準は別紙１の基準に基づくものとする。 

⑵ ベッド等の備品を購入する場合等、機能について細かい仕様を付することにより、入

札参加業者が１社になる場合は、当該機能に関しては「同等の機能」として、入札参加

業者を拡大すること。 

⑶ 随意契約にするために１度で契約できる内容を複数回に分割しないこと。 

⑷ 契約事務処理の流れについては、別紙２を参照すること。 

⑸ 入札の参加者は、理事（株式会社の場合には、取締役とする。以下「理事等」という。）

が役員をしている企業でないこと。また、理事等が役員をしている企業の親会社又は子

会社については、原則、入札に参加させないこと。 

⑹ 建設工事共同企業体が入札に参加する場合は、理事等が役員をしている企業がその構

成員でないこと。 

一般競争入札：入札に関する公告により不特定多数の者を誘引し、入札による申込で競

争させ、最も有利な条件を提示した者と契約する方法。公告の際、資格

に関する条件を付す場合もある。 

指名競争入札：発注者が資力、信用その他について適切と認める特定多数の者を通知に

より指名し、その特定の参加者を入札により競争させて、契約の相手方

を決定し、その者と契約を締結する方法。 

公    告：ある事項を広く一般の人に知らせること。定款例第３９条に「公告の方

法」が説明されている。 

随 意 契 約 ：競争入札の方法によらないで、任意に特定の相手方を選択して結ぶ契約

方法。地方自治法施行令第１６７条の２、全国社会福祉法人経営者協議

会にて公表している社会福祉法人モデル経理規程第７４条（平成２９年

度版）に実施できる場合が列挙されている。 
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６ 入札前報告 

法人等は、次の書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 一般競争入札の場合 

(ア) 提出書類：一般競争入札実施について（様式１）及び設計・監理業者と法人関係者

の関係（様式２） 

(イ) 提出時期：理事会等で入札の実施を決定した後、２週間以内かつ公告１週間前まで

に報告すること。 

   

⑵ 指名競争入札の場合 

(ア) 提出書類：指名競争入札に係る候補業者について（様式３）、指名競争入札に係る

候補業者と法人関係者の関係（様式４）及び設計・監理業者と法人関係

者の関係（様式２） 

(イ) 提出時期：理事会等に諮る２週間前までに報告すること。 

 

７ 入札参加資格（一般競争入札の場合） 

一般競争入札にあたっては、以下の定めによること。 

⑴ 一般競争入札については、「越谷市建設工事等一般競争入札実施要綱」（平成１９年告

示第２７４号）に準じて行うこと。ただし、電子入札システム及び事後審査に関する規

定は除く。 

⑵ 入札参加資格は、理事会等を開催し、その議決をもって決定すること。 

⑶ 競争入札の参加者は、原則、別紙１に掲げる入札参加資格要件を満たした者とする。 

⑷ 理事等に建設請負業者や物品納入業者等が加わっている法人等が建設工事請負や物

品納入等の契約を行う場合には、当該理事等は特別の利害関係を有することとなるので、

当該契約の入札参加基準等に係る議事の議決には加わることができない。（議事録に退

場した旨を明記する。） 

⑸ 市及び埼玉県から指名停止処分を受けている企業については、入札参加資格を与えな

いこと。 

※ 越谷市公式ホームページの「指名停止措置状況」参照 

 

８ 業者選定（指名競争入札の場合） 

指名競争入札を行う場合は、以下の定めによることとします。 

⑴ 指名業者を理事会等に諮る２週間前に、市長に必要書類を提出し、確認を得ること。 

⑵ 競争入札の参加者は、原則、別紙１に掲げる入札参加資格要件を満たした者とする。 

⑶ 業者選定に当たっては、法人等が責任を持って行うこととし、設計監理業者（コンサ

ルタントを含む。）を関与させないこと。 

⑷ 決算が赤字ということのみで指名から外すことのないようにすること。 

平成１０年９月２日建設省経入企発第２２号・自治行第６８号「公共工事に係る入札

参加者の取扱いについて」参照 
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 ⑸ 入札指名に際しては、入札指名について（様式５）により必要な手続を行うこと。 

なお、指名を受けた者が入札を辞退するときは、入札辞退届（参考１）を提出させる

こと。 

⑹ 入札説明書は、指名通知書と同時に送付することもできる。 

⑺ 理事等に建設請負業者や物品納入業者等が加わっている法人等が建設工事請負や物

品納入等の契約を行う場合には、当該理事は特別の利害関係を有することとなるので、

当該契約の業者選定等に係る議事の議決には加わることができない。（議事録に退場し

た旨を明記する。） 

⑻ 物品の業者選定を行う場合、財務諸表等で業者の経営状況の確認を行うこと。 

 ⑼ 市及び埼玉県から指名停止処分を受けている企業については、指名しないこと。 

※ 越谷市公式ホームページの「指名停止措置状況」参照 

 

９ 入札公告（一般競争入札の場合） 

⑴ 一般競争入札を行う場合は、公告の方法・時期・内容、入札の時期、入札参加基準等

について、本基準に定めた様式１により、市長に事前に報告すること。公告の内容につ

いては、越谷市契約規則第５条を参考にすること。 

⑵ 公告事項は、理事会等を開催してその議決をもって決定すること。 

⑶ 入札説明書を作成し、公告と同時に閲覧及び配布に供すること。 

⑷ 建設業界紙（埼玉建設新聞等）に公告の情報を提供すること。また、当該法人のホー

ムページに掲載及び運営する施設内に掲示する等の方法により実施すること。定款例第

３９条では「法人の掲示場に掲示するとともに官報又は新聞に掲載して行う」とされて

いる。 

⑸ 市及び埼玉県から指名停止処分を受けている企業については、公告で参加資格がない

ことを明らかにすること。 

 

10 入札保証金 

⑴ 徴収するかどうかは法人等の判断による。 

⑵ 公告・入札説明で徴収の有無を明確にすること。 

 

11 設計金額 

⑴ 設計額の積算にあたっては、原則として、国土交通省が定める公共建築工事積算基準

及び公共建築工事共通費積算基準によるものとし、項目のない場合のみ業者見積もりを

使用すること。（財団法人建設物価調査会発行の「建設物価」、「建築コスト情報」等を

使用し、積算内訳書には、使用資料・発行月を明記すること。） 

⑵ 公表については、法人等の判断による。 

12 予定価格 

⑴ 予定価格は、法人等が相手方を選定して、契約を締結する際の契約の相手方を決定す

る基準であり、法人等の代表者があらかじめ書面（予定価格調書：様式６）として作成
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すること。 

⑵ 予定価格は、入札又は随意契約に付する事項の総額について、取引の実例価格、需給

の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に求めた金額と

する。 

⑶ 工事の予定価格は、あらかじめ設計者が公共建築物の積算基準を参考として工事費を

構成する各費目について算定して積算し、法人等が決定するものとする。 

⑷ 予定価格調書の予定価格等は法人等の代表者の直筆とすること。 

⑸ 予定価格は、入札公告までに設定し、入札執行後に公表すること。越谷市建設工事等

に係る情報の公表要綱（平成１３年告示第６１号）参照。 

 

13 最低制限価格制度 

最低制限価格については、設定することができる扱いとするが、設定する場合には、次

の事項に留意すること。 

⑴ 最低制限価格の設定については、市が実施する公共工事等の契約手続に準拠し、工事

請負契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要と認められる場合に設定で

きるものである。 

⑵ 補助事業等を行う法人等が特に必要と認めて最低制限価格を設定する場合は、市が

実施する公共工事等において最低制限価格を設定する際の算定方法に準じて算出した

額とすること。 

※市の最低制限価格の算出方法 

直接工事費×９７％＋共通仮設費×９０％＋現場管理費×９０％＋一般管理費×６

８％（１，０００円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額）に１００分の

１１０を乗じて得た値。 

ただし、その額が予定価格の７５％に満たないものは予定価格の７５％の額（１，０

００円未満切上げ）に、予定価格の９２％を超えるものは予定価格の９２％の額（１，

０００円未満切捨て）に１００分の１１０を乗じて得た額（この場合の予定価格とは、

当該予定価格に１１０分の１００を乗じて得た額） 

＜設計・調査・測量＞ 

有効な全入札金額を平均した数値の９０％の額（１，０００円未満切捨て）に１００

分の１１０を乗じて得た額） 

※「社会福祉施設整備の競争契約における最低限価格制度の取扱いについて」（平成１

２年１１月６日 社援施第４４号）参照 

⑶ 物品購入の競争入札については、原則として最低制限価格を適用しないこと。 

 

14 入札説明 

⑴ 入札時の注意事項、無効になる入札等の説明を行う。説明しなかった事項は、入札に

際して行うことはできない。 

⑵ 設計図等必要な資料は、すべての入札参加者に平等に配付すること。その際、参加者
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ごとに異なる日時を設定して配付すること。 

⑶ 説明後質問期間を設け、その際に行われた質疑はすべての参加者に連絡すること。質

問及び回答は文書の送受によって行うこと。口頭による質問及び回答は行わないこと。 

⑷ 談合及び一括下請契約が禁止されていること、契約条件（工事履行保証保険の加入、

請負代金の支払時期等）、市等から指導があった場合は従うことなどを明確にしておく

こと。 

 

15 見積期間 

建設工事に係る入札（現場）説明から入札までの見積期間は、土曜日・日曜日、国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１２月２９日から１月

３日までの日、通知日及び入札日を除いた次に掲げる期間とする。 

 ⑴ 建設工事 

やむを得ない事情があるときは、５日以内に限り短縮することができる。建設業法（平

成２４年法律第１００号）第２０条、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第

６条参照。 

(ア) 工事一件の予定価格が５００万円以上５，０００万円未満の工事については、１０ 

日以上 

(イ) 工事一件の予定価格が５，０００万円以上の工事については、１５日以上  

 ⑵ 物品購入 

やむを得ない事情があるときは、一般競争入札の場合に限り、５日以内に限り短縮す

ることができる。 

  (ア) 一般競争入札の場合については、１０日以上 

  (イ) 指名競争入札の場合については、３日以上 

 

16 入札執行等 

⑴ 入札には、法人等の監事（監査役）及び複数の理事等（法人等の代表者の６親等以内

の血族、配偶者等租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３号）の規定による「特

殊の関係にある者」を除く。）を立ち会わせること（法人等の代表者は通常入札執行者

として参加する。）。なお、市が必要と認めるときは、市の職員が立ち会うものとする。 

⑵ すべての入札参加者に入札金額見積内訳書を提出させること 

⑶ 同額で複数の業者が落札した場合は、くじ引きで落札業者を決定すること。 

⑷ 再度入札の回数は、原則 1回とする。なお、再度入札では、初度の入札に辞退した業

者又は、最低制限価格に満たない業者は参加できない。 

⑸ 一般競争入札の場合で再度入札を行っても落札者がいない場合は、入札参加業者と

随意契約を行うか又は仕様などの条件を変更して入札を公告からやり直すこと。 

⑹ 指名競争入札の場合、成立には最低２者が必要であり、入札参加者が１者以下となっ

た場合は、入札参加者を再指名のうえ、期日を改めて入札すること。 

⑺ 指名競争入札の場合、再度入札を行っても落札者がいない場合は、入札参加業者と随
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意契約を行うか又は指名替えを行うこと。 

 

17 談合予防 

 談合に関する情報提供があった場合は、情報提供者及び参加業者から事情を聴取し、入

札の延期・中止を含め慎重に対応すること。経緯について記録をとり、関係課長と協議す

ること。越谷市談合情報対応要領（平成１１年６月１日施行）参照。 

また、発注者と特定の業者による談合防止のため、入札前報告の際に、発注者と特定の

業者による談合は行わない旨の誓約書（様式７）を提出すること。 

 

18 契約保証金、工事履行保証措置及び工事監理 

⑴ 契約保証金を徴収すること。公告・入札説明で徴収する旨を記載し、説明するこ

と。ただし、国債、政府の保証のある債券及び銀行等の保証等を契約保証金に代える

担保とすることができる。 

なお、契約保証金の徴収を免除する場合の工事履行保証措置は、工事履行保証保険に

よることとし、工事完成保証人制度は採用しないこと。 

⑵ 工事監理は、設計事務所等による監理によること。 

 

工事履行保証保険：工事請負者が工事続行不能になった場合に、発注者の損害を回避

するために、工事請負額の１０分の１以上の金額を保証する契約

を工事請負者が保証会社と結ぶもの。 

 

19 前払金及び前払金保証 

  前払金を支払うかどうかは法人の判断による。公告・入札説明で支払の有無を明確にす

ること。なお、前払金を支払う場合は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社の前払金保証を付すことが望

ましい。 

 

前払金保証：工事を受注した請負者が債務不履行に陥った際に、発注者が支払った

前払金を保証するもの。保証事業会社と工事請負者の間で契約を締結

する。 

 

20 入札後報告 

  法人は、以下の添付資料とともに入札結果報告書（様式８）を入札後１週間以内に市長 

 に提出しなければならない。 

⑴ 一般競争入札の場合 

   添付書類：(ア) 契約方法等に関する審議を行った理事会等の議事録の写し 

(イ ) すべての入札書の写し 

(ウ) 入札参加資格の確認資料 
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⑵ 指名競争入札の場合 

添付書類：(ア) 契約方法等に関する審議を行った理事会等の議事録の写し 

(イ) すべての入札書の写し 

 

21 入札結果の公表 

⑴ 法人等は、入札結果を一般の閲覧に供すること。 

⑵ 公開は、法人等のホームページ、広報誌、運営する施設内の掲示板、業界新聞などへ

の掲載により行う。 

 

22 契約締結 

⑴ 契約書には、契約の目的、契約金額、工事期間、契約代金の支払方法（前払い、部分

払い、完成払い）、一括下請負の禁止、下請業者名の報告義務、その他約款事項等を記

載すること。 

⑵ 入札が適切に行われたことを市が確認する前に契約を締結するときには、落札者が入

札参加資格を満たさない場合及び入札結果が不適切と判断された場合には、契約を解除

する旨、契約書に明記しなければならない。 

⑶ 契約書は事業者（発注者）と業者（請負者）の両者が署名又は記名押印したものを２

通作成し、印紙税法（昭和４２年法律第２３号）で定められた収入印紙を貼付したうえ

で、両者が各１通を保管すること。 

⑷ 法人等は、契約締結に関する審議を行った理事会等の議事録の写し及び工事請負契約

書の写しを契約締結後２週間以内に市長に提出しなければならない。 

⑸ 法人等は、工事請負状況（様式９）を備え付け、監査・検査の際に速やかに提出でき

るようにすること。 

 

23 市の助言 

市は、法人等が行う契約手続に関して、必要に応じて助言することができる。 

 

附 則（平成２７年３月３１日福祉部長・子ども家庭部長決裁） 

この基準は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月２日福祉部長・福祉部担当部長・子ども家庭部長決裁） 

この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日福祉部長・福祉部担当部長・子ども家庭部長決裁） 

この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２０日福祉部長・福祉部担当部長・子ども家庭部長決裁） 

この基準は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月１９日福祉部長・福祉部担当部長決裁） 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日福祉部長決裁） 

この基準は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表 

１ 越谷市特別養護老人ホーム等整備促進事業費補助金交付要綱（平成２７年告示第

２６５号） 

２ 越谷市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱（平成２８年告示

第３２５号） 

３ 越谷市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱（平成１９年告示第１１９号） 

４ 越谷市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱（平成２７年告示第９８号） 

５ 越谷市民間社会福祉施設等整備促進費補助金交付要綱（平成２７年告示第９９号） 

６ 越谷市保育所等整備事業費補助金交付要綱（平成２７年告示第１３７号） 

７ 越谷市小規模保育事業所設置促進事業費補助金交付要綱（平成２７年告示第３４

８号） 
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（別紙１） 
入札参加基準・業者選定基準 

 
（競争入札に参加できる者の基準） 
※  入札参加資格は、原則、越谷市競争入札参加資格者名簿に登載された者で、次の表に

よるものとする。 
 
１ 一般競争入札（公告時の基準） 
⑴ 工事関係 

執行予定金額 競争入札参加資格者の名簿の業者格付け 
6,000 万円以上 Ａ 
2,000 万円以上 6,000 万円未満 Ｂ 
1,000 万円以上 2,000 万円未満 Ｃ 

 
⑵ 物品関係 

執行予定金額 競争入札参加資格者の名簿の業者格付け 
1,000 万円超 Ａ 
500 万円以上 1,000 万円以下 Ｂ 

 
２ 指名競争入札（指名時の選定基準） 
⑴ 工事関係 

執行予定金額 指名業者数 
１億円以上 １０者以上 
5,000 万円超 1 億円未満 ８者以上 
1,000 万円以上 5,000 万円以下 ６者以上 

                  
執行予定金額 競争入札参加資格者の名簿の業者格付け 
6,000 万円以上 Ａ 
2,000 万円以上 6,000 万円未満 Ｂ 
1,000 万円以上 2,000 万円未満 Ｃ 

 
⑵ 物品関係 

執行予定金額 指名業者数 
2,000 万円超 ８者以上 
1,000 万円超 2,000 万円以下 ７者以上 
500 万円以上 1,000 万円以下 ６者以上 

                 
執行予定金額 競争入札参加資格者の名簿の業者格付け 
1,000 万円超 Ａ 
500 万円以上 1,000 万円以下 Ｂ 

 
（注１）等級格付及び点数（客観点と主観点の合計値）が表示された競争入札参加資格者名簿は、越谷市ホー

ムページに掲載されている。 
（注２）等級格付けは、客観点（建設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査の総合評点）に加え、主観

点（越谷市独自の評価点。詳細は越谷市ホームページの「競争入札参加者名簿」参照）を加算し決め

ている。 
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（別紙２） 

契約事務処理フロー図（一般競争入札、指名競争入札、随意契約）・・・工事業者の選定 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【理事会等の開催／協議事項】 

・決定した契約締結方法（一般競争入札・指名競争入札・随意

契約のいずれかを選択）により以下の協議が必要 

＜入札前報告＞ 

・理事会等開催後、２週間以内かつ公告１週間前 

・一般競争入札実施について（様式１） 

・設計・監理業者と法人関係者の関係（様式２） 

指 名 競 争 入 札 随 意 契 約 

公 告 ・ 入 札 説 明 書 （ 閲 覧 ） 指 名 通 知 書 ・ 入 札 説 明 書 の 送 付 

見 積 合 せ ３ 者 以 上 

入 札 説 明 

入    札  

業 者 の 決 定 

契 約 締 結 

＜市への届出＞ 

・契約締結後２週間以内 

・理事会等の議事録の写し 

・工事請負契約書の写し 

入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 受 付 

入札参加有資格候補者の適格性の審査 

入札参加有資格候補者審査結果通知送付 

質 問 及 び 回 答 

＜入札前報告＞ 

・理事会等開催の２週間前 

・指名競争入札に係る候補業者（様式３） 

・指名競争入札に係る候補業者と法人関係者の 

関係（様式４） 

・設計・監理業者と法人関係者の関係（様式２） 

一 般 競 争 入 札 

 

 

 

 

見 

 

積 

 

期 

 

間 

【①理事会等の開催／協議事項】 

・入札参加資格要件 

・公告内容 

・予定価格 

・最低制限価格の適用の有無（原則適用なし） 

・入札予定日時、場所、立会い者 

・入札結果公表方法                

                           等 
【①理事会等の開催／協議事項】 

・指名通知をする入札候補者 

・予定価格 

・最低制限価格の適用の有無（原則適用なし） 

・入札予定日時、場所、立会い者 

・入札結果公表方法                

等 
 

【①理事会等の開催／協議事項】 

・随意契約とする理由 

・見積徴収をする業者（３者以上） 

・予定価格             

                         等 

入 札 結 果 の 公 表 

【② 理 事 会 等 の 開 催】 

＜入札後報告＞ 

・入札後１週間以内 

・理事会等の議事録の写し 

・すべての入札書の写し 

・入札参加資格の確認資料 

＜入札後報告＞ 

・入札後１週間以内 

・理事会等の議事録の写し 

・すべての入札書の写し 
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